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※この納付書は固定資産税のものです。 

 

 

 

 

「指定期限」及び「コンビニ使用期限」は、 

コンビニや地方税統一 QR コードでの納付が可能な利用期限

です。 

「納期限」はその税金を納める期日です。 

➡この期限を過ぎると、延滞金が加算される場合があります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

対象となる税目 
市民税・県民税・森林環境税（普通徴収分）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税 

「指定期限」及び「コンビニ使用期限」

は「納期限」ではありません。 


